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州
制
楽
に
賞
一
き
を
競
合
、
之
仁
約
し
て
種
々
の
論
評
を
下
し
北
p

り。

元
来
'
J
J

ヅ
ジ
エ
シ
氏
の
抗
楽

-
な
る
、
千
八
百
九
十
年
の
バ

l

リ
ン
グ
恐
慌
に
際
し
、
英
蘭
銀
行
の
資
力
が
れ
机
問
の
深
刻
す
る
如

く
敢
闘
な
ら
合
る
一
方
に
、
倫
敦
金
融
市
場
の
地
佼
亦
安
全
な
る
を
得
芯
る
の
事
変
隠
然

IK
る

唱
の
あ
る
に
去
れ
る
を
以
て
、
英
隣
銀
行
敢
に
市
中
銀
行
の
終
業
紋
総
に
改
正
を
加
ヘ
、
殊
に
前

者
の
紙
幣
緩
行
仁
闘
す
る
路
規
佐
修
正
し
、
以
て
英
閥
会
慨
に
於
け
る
金
準
備
を
控
官
な
ら
し

ひ
る
の
趣
意
に
慈
を
、
航
る
時
鉢
に
中
れ
る
の
稀
ゐ
F

り
を
り
税
一
仁
ヂ

y

ジ
エ
シ
氏
の
拠
出
糸
に
係

る
市
中
銀
行
を
し
て
毎
月
銀
行
の
状
況
を
明
瞭
に
す
る
仁
足
ふ
報
告
を
殺
表
せ
し
む
る
の
議

は
何
等
法
律
上
の
束
縛
叉
は
行
政
上
の
命
令
の
加
ヘ
ち
る
、
唱
の
な
を
に
拘
紋
ち
?
、
金
融
市

'
場
殊
に
銀
行
業
枇
舎
の
一
部
に
行
は
れ
、
現
に
臭
効
果
、
乞
襟
揮
し
つ
』
あ
れ
ど
母
、
附
よ

b
之
ド

依
て
直
に
金
準
備
問
題
の
会
部
を
解
決
し
大
人
ツ
と
一
五
ふ
を
得
歩
、
奇
一
小
部
分
の
解
決
唱
倫
ほ

資
際
仁
之
を
怒
?
る
を
得
、
北
る
や
否
や
疑
ほ
し
を
・
次
第
に
し
て
、
最
近
一
附
三
年
来
此
問
題
解
決

の
斜
め
に
、
幾
多
の
議
論
を
芯
起
す
に
歪
れ
I
り

Q

銭
外
闘
中
央
銀
行
の
制
度
配
凡
ゐ
仁
、
凶
家
が
中
央
銀
行
仁
紙
幣
議
行
共
他
特
殊
勝
口
強
烈
仁
闘

. 
4 

ず
る
特
典
を
賦
興
ず
る
や
、
必
歩
特
許
依
例
を
以
て
、
特
典
の
積
類
他
国
共
他
の
細
目
を
定
日
向
、
、
特

典
に
却
す
る
義
務
を
別
に
し
、
且
つ
特
許
僚
例
に
一
定
の
年
以
を
設
は
り
、
一
特
典
敢
に
義
務
を
幾
改

ず
る
時
期
を
珠
山
ん
す
る
を
常
と
す
。
濁
瑛
諮
問
聞
の
中
央
銀
行
特
許
依
例
が
十
年
を
期
限
と
し

日
本
銀
行
の
v

特
許
依
例
が
三
十
年
を
期
限
と
す
る
が
如
き
、
薬
問
に
長
銀
の
差
著
し
き
沙
も
の
な

き
に
非
ホ
ノ
と
縦
革
、
仰
れ
が
も
戎
る
時
期
に
於
て
特
許
僚
例
に
縫
一
見
の
加
へ
ら
る
可
さ
と
と
を
滋

定
し
文
る
が
も
の
な
ん
〆
。
然
る
に
英
樹
銀
行
に
歪
て
は
諸
外
闘
に
・
於
け
る
是
等
の
矧
例
と
れ
位
く

千
八
百
凶
十
四
年
の
英
蘭
銀
行
特
許
依
例
第
二
十
七
依
後
半
を
ほ
ル
る
に
左
の

i

魁
を
異
に
す
。

，、

" 

規
定
占
め
r
り。

25 

設
八
前
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本
総
例
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定
し
大
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限
並
に
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下
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に
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定
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持
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を
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し
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何
時
に
て
各
一
年
前
の
珠
告
に
依
I

り
、
政
府
は
特
許
権
を
消
滅
せ
し
ひ
る
を
得
。
回
よ
r
り
ふ
英
閲

兵
の
保
守
的
に
し
て
、
航
往
の
成
例
を
骨
骨
堂
ず
る
の
風
感
な
る
、
一
一
朝
夕
に
し
て
英
蘭
銀
行
の
ス

テ
ー
タ
ス
仁
大
鑓
草
を
加
ヘ
、
叉
は
賞
、
〈
特
典
に
誠
拾
を
施
す
が
如
き
乙
t
乙
な
か
る
可
し
と
雌
号
、

常
ほ
一
年
前
の
球
告
を
以
て
し
て
、
銀
行
特
許
俄
例
を
動
か
ず
を
得
る
"
も
の
と
す
れ
ば
、
金
準
備

問
題
の
如
・
砕
し
、
今
後
の
形
勢
如
何
仁
依
て
、
何
時
如
何
な
る
接
ω
肢
を
見
る
と
と
な
し
と
ず
可
か
ら

み
少
。
今
や
英
闘
は
朝
野
を
感
げ
て
財
政
問
題
の
解
決
に
熱
中
し
、
殆
ど
他
を
顧
み
る
に
漣
な
を

が
如
く
な
れ
少
に
号
、
元
・
米
此
間
飽
食
る
、
其
間
関
係
の
及
ぶ
所
頗
る
庇
机
な
る
に
拘
は
ち
、
下

J

j

H

以
後
の

基
金

E
章一塁

3
3
3
3
3
3
4
j
3
3
1
3
3
3
3議
選
品
費

3
3
3
3
2翻
3
1
J
3
関

3
3
j議
選
手

f

.. 
.、.‘

故
仁
千
八
百
凶
十
四
年
の
特
許
依
例
制
定
後
満
十
年
間
英
関
銀
行
以
特
許
継
の
亨
有
に
就

て
何
等
疑
恢
ず
る
所
な
さ
を
得
、
文

61c-
雌
州
市
、
千
八
百
五
十
五
年
よ
ιリ
今
日
に
至
る
数
十
年
間

解
決
仁
敢
て
多
く
の
時
を
要
す
る
唱
の
仁
非
歩
。

有
毒
倒
・
家
あ
一
よ
リ
て
、
財
政
を
虞
鉾
し
、
年
度
を

議
し
て
、
財
政
計
書

-P-
立
つ
る
以
上
は
、
一
曾
計
年
皮
内
に
起
る
可
を
問
題
は
其
年
度
開
始
前
仁

弘司
，. ::.t 

‘E 

決
定
せ
ら
れ
ぎ
る
一
円
か
ら
歩
。

…
年
度
の
財
政
計
書
を
年
度
開
始
後
仁
於
て
議
す
る

英
闘
が

は
、
偶
々
財
政
法
俄
執
行
手
綴
の
侠
宜
件
前
を
存
す
る
が
斜
め
の
み
。
今
期
議
合
仁
於
・
て
、
財
政
扶

楽
に
し
て
可
決
限
定
せ
ん
か
、
英
閥
財
政
の
根
本
方
針
は
漸
く
共
定
ま
る
可
会
所
に
定
ま
ら
'
、
開

枕
改
革
の
議
論
は
自
然
気
勢
を
殺
が
れ
て
、
一
枇
舎
の
一
隅
仁
扉
息
し
、
一
閃
し
て
次
に
閥
民
の
訟
訟

を
唆
起
す
る
は
、
印
も
雨
三
年
潟
市
枇
合
各
方
面
に
伏
在
せ
る
金
縁
備
問
題
た
る
の
版
応
と
鋳
る

然
ら
ば
金
準
備
問
題
と
は
抑
も
何
&
意
味
す
る
か
。
英
問
題
の
解
決
仁
就
て
、
従
来
キ
一

可
し
。

H

芯
等
の
議
論
は
如
何
な
る
桜
皮

張
せ
ち
れ
た
る
議
論
は
果
し
て
如
何
な
る
替
の
な
y
り
し
か
。

ま
で
賀
行
的
償
値
を
有
す
る
か
。
以
下
順
を
い
述
う
て
論
泌
す
る
は
有
用
の
業
な
る
可
し
。

27 ' 
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28 

て
、
保
続
準
備
制
限
の
増
加
綴
緩
行
を

許
可
し
、
此
以
上
の
後
行
に
は
必
ポ
ノ
紙
幣
に
劃
し
て
、
同
級
の
正
貨
を
準
備
せ
し
む
る
の
規
定
を

の
議
行
機
喪
失
ー
に
際
し

i

其
緩
行
商
の
三
分
の
一
一
を
限
つ

設
け
北
1

り。

間
よ
J

り
近
年
英
闘
に
於
て
拡
預
金
銀
行
の
議
連
説
明
し
く
、
是
等
の
銀
行
拡
文
応
制

度
の
下
に
、
銀
行
撲
の
侠
設
を
都
郎
到
ゐ
所
に
普
及
す
る
一
方
に
、
英
閲
兵
は
最
も
能
く
ゴ
換
金
泌

貨

hp℃
Oω

山けの
5・円

g
q
)
の
利
誌
を
強
知
し
、
大
小
の
取
引
多
く
は
小
初
予
を
介
し
て
行
は
る
1
E

が

故
仁
、
波
金
銀
行
が
預
金
制
度
を
利
用
し
て
、
替
業
上
に
著
大
の
護
法
を
滋
げ
大
ゐ
に
反
し
て
、
紙

幣
潜
行
機
の
鶴
自
が
英
蘭
銀
行
の
替
業
上
に
胤
ハ
ヘ
大
る
利
話
一
は
敢
て
大
な
る
立
制
作
品
y
。

保
縫
準
備
の
制
限
頗
る
鍛
酷
仁
し
て
、
偶
々
他
議
行
銀
行
の
議
行
機
・
喪
失
に
依
J
X

、
保
流
珠
倣
後

行
額
に
増
加
を
告
げ
柁

b
と
臨
港
、
英
一
品
以
凶
百
凶
十
五
高
砂
を
数
ふ
る
に
止
ま
よ
ツ
、
一
然
活
此
絞

況
や

行
よ
I

り
生
歩
る
純
誌
は
総
て
凶
家
の
徴
牧
ず
る
所
】
乙
鋳
る
。

制
側
滋
・
新
聞
銀
行
の
如
を
、
日
本
銀

行
の
如
を
、
保
経
準
備
と
正
貨
準
備
と
の
ご
者
に
依
て
紙
幣
後
行
商
を
仲
紛
せ
し
む
る
の
紡
仁

於
て
は
、
英
蘭
銀
行
と
軌
を
ふ

に
す
る
に
拘
は
ら
み
P
J

、
前
二
者
は
時
勢
の
必
要
に
熔
歩
る
を
迎
山

費関

と
し
て
、
従
来
保
談
泳
俄
制
限
を
披
朕
し
党
る
ζ

と
一
一
停
に
止
ま
ら
な
る
に
反
し
、
英
樹
銀
行
濁

ム
ツ
保
諮
準
備
制
限
仁
此
績
の
披
張
を
行
は
歩
。

踏
で
制
限
額
以
皆
初
の
特
許
依
例
に
規
定
し

. 一
、守， " 

d 

唱

宥

士
一
る
筒
総
一
に
繋
聯
し
て
、
増
加
し
セ
る
も
の
を
除
き
、
六
十
六
年
の
長
期
間
を
遁
ヒ
て
、
同
一
様
皮

に
杭

61FL
ず
。
斯
の
如
く
ん
、
ば
、
仮
令
ぴ
一
方
仁
‘
漁
金
銀
行
後
述
の
然
、
め
に
、
所
滞
，
銀
行
掻
貸
し
世

間
仁
普
及
し
、
小
川
明
手
取
引
一
公
衆
に
体
操
す
る
と
雌
号
、
業
流
通
使
用
の
鼠
域
範
図
説
ハ
仁
制
限
せ

ち
る
、
が
も
の
あ
る
以
上
は
、
必
ホ
ノ
英
組
側
銀
行
の
五
貨
準
備
に
擦
る
紙
幣
の
接
行
を
見
る
に
お
品
る

は
、
信
然
の
政
仁
し
て
、
保
続
準
備
夜
行
の
紙
幣
が
六
十
六
年
間
少
額
の
増
加
州
側
、
を
除
を
、
殆
ど
…

定
不
動
の
数
字
に
同
着
せ
る
仁
反
し
、
圧
貨
泊
中
備
議
行
の
・
紙
幣
は
箸
し
を
増
加
を
告
げ
北
F

り。

印
私
千
八
百
四
十
四
年
九
月
レ
七
日
に
終
る
一
週
間
の
報
告
に
於
い
て
は
、
紙
常
務
行
高
二
千
八

，、¥'<j
t.-.， '，'" 

、今..'

ー'
一一 一一一←吋一占 4 

百
一
一
一
十
五
市
…
千
二
百
九
十
一
九
砂
に
針
ず
る
豆
貨
準
備
は
千
閥
百
三
十
五
世
間
一
千
二
百
九
十

五
械
に
し
て
、
圧
貨
準
備
率
は
五
割
六
.
胞
に
相
鴬
せ
る
が
、
千
九
百
十
年
二
月
二
日
に
終
る

週

附
の
報
告
に
於
て
は
、
紙
幣
夜
行
商
五
千
四
百
十
二
高
山
ハ
千
三
百
六
十
勝
仁
帆
刻
す
る
一
止
貨
橡
備

は
一
一
一
千
五
百
六
十
レ
山
南
六
千
三
百
六
十
砂
に
上
I

り
、
一
止
貨
埠
備
率
は
六
割
近
分
九
一
却
に
怒
し
北

ち。

後
行
銀
行
と
し
て
議
行
紙
常
に
劃
し
て
、
幾
何
の
圧
貨
準
備
を
有
す
れ
ば
、
一
禁
の
基
礎
安
企

谷
闘
の
統
一
討
に
徴
ず
る
に
、
近
年
雨
者
の
比
率
以
次
第
に
高
を
に
品
川

20 



め
一
、
、
叉
怯
問
仰
に
於
て
最
も
低
廉
な
る
金
利
歩
A

げ
を
維
持
し
、
商
工
業
会
慨
に
重
大
な
る
利
誌
を
及

戦
祭
の
間
一
除
外
闘
の
資
金
を
移
入
し
、
斜
め
に
英
闘
の
地
位
を
疑
ふ
者
を
生

b
捻
れ
ど
母
、
業

後
次
第
に
依
彼
し
、
今
、
や
英
闘
の
僚
機
関
、
北
る
地
位
に
就
て
云
々
す
る
を
見
合
』
る
に
蛮
れ

60

設
に
於
で
か
英
闘
は
此
倍
桃
閥
、
た
る
地
役
を
利
用
し
、
閥
…
内
に
金
貨
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、

半
生
外
闘
に
有
す
る
伎
棋
を
同
欣
し
て
、
金
貨
需
要
の
急
に
勝
、
性
し
む
る
を
得
べ
し
と
の
説
あ

英
闘
が
多
年
来
比
較
的
少
額
の
金
貨
を
以
て
、
比
較
的
多
額
の
信
用
を
支
持
せ
ん
と
し
た

斗

R

i

巴、‘ 
，Z許一l令句吋

、

一、~
 

A-、，
Az
，

'
 

る
は
、
準
一
党
如
上
の
所
試
を
過
信
せ
る
の
結
集
に
外
な
ら
芯
る
可
し
と
蹴
宅
、
然
も
英
闘
が
常
時
'

憤
熟
せ
る
方
件
前
に
依
て
金
を
吸
牧
せ
ん
と
す
v
b

号
、
或
る
事
情
の
下
に
於
て
は
、
山
県
の
終
日
勿
に
行

は
れ
た
」
ソ
心
場
介
ゐ

b
。

一
川
し
て
金
貨
に
劃
す
る
急
劇
の
需
要
は
近
時
商
工
業
の
緩
速
に
作
び
、

頻
繁
念
速
に
後
生
し
て
巳
止
ま
ヂ
。

脱
仁
金
貨
に
封
ず
る
需
要
ゐ
F

り
て
、
業
供
給
之
に
作
は
?
と

す
れ
ば
、
此
期
聞
は
英
閣
の
金
融
市
場
に
最
大
の
関
難
を
及
ぼ
す
の
時
仁
し
て
、
金
利
Am--

令
の
上

， 

f
t
 

• 
、‘

准
、
商
栄
一
枇
合
の
不
信
混
乱
含
招
わ
か
」
る
を
得
歩
。

強
制
し
く
般
加
し
、
総
て
の
女
別
闘
は
此
制
度
を
取
ら
か
}
み
な
く
、
防
て
英
関
金
融
市
場
に
抑
制
す
る

金
の
取
付
は
飢
往
に
比
較
し
て
大
な
る
が
刀
の
あ
I

リ
。
今
日
英
倒
以
外
仁
世
界
金
一
酬
の
閥
係
に

於
て
、
紛
や
設
大
な
る
勢
力
を
有
ず
る
は
伯
林
回
虫
の
岡
市
場
な
れ
ど
"
も
、
南
市
場
共
に
、
法
人
同
人

人
7

や
金
貸
本
位
制
を
採
用
す
る
閣
の
数
は

. 3壬

一一一・九七



英
闘
の
銀
行
潜
備
金
問
題

ん
邸
も
錦
繍
商
銀
行
の
紙
幣
は
党
換
歩
北
る
に
相

一日一九八

32 

の
所
部
自
由
金
市
場
、
北
る
地
位
に
印
刷
ら
や
J
O

法
な
し
と
除
名
-
金
貨
を
以
て
党
換
す
る
と
、
銀
貨
を
以
て
党
携
す
る
止
は
、
銀
行
賞
局
者
の
任
怠

じ
印
刷
し
、
銀
行
は
織
に
金
貨
の
喪
失
を
恐
れ
、
銀
貨
を
党
換
に
供
一
す
る

E
あ
る
を
以
て
、
回
虫
に
債

織
を
有
す
る
者
は
所
探
『
間
際
的
使
格
し
(
H
ロ
mq口丸山
0
3
と
く
色

5)を
有
す
と
一
五
ふ
能
ほ
か
』
る
な
f

り。

叉

濁
逃
は
金
貸
本
位
閥
に
し
て
、
帝
閥
銀
行
の
党
換
参
は
金
貨
bU4

以

て

党

換

せ

ら

み

可

営

答

な

れ

ど
昔
、
・
借
関
銀
行
は
党
検
の
前
求
に
刻
し
て
制
限
を
加
ヘ
、
強
ぴ
て
党
換
を
請
求
し
、
斯
く
て
得
大

る
金
貨
を
海
外
に
輪
出
ず
る
者
あ
ら
ん
か
、
帝
閥
銀
行
は
斯
る
輩
仁
資
金
の
締
遜
を
拒
絶
し
、
或

は

殿

酷

な

る

俄

件

の

下

仁

始

め

て

融

通

を

潟

す

が

如

き

手

段

を

取

る

が

故

尺

伯

林

に

僚

機

を

有
ず
る
者
は
常
に
之
を
金
貨
の
形
態
に
て
手
中
に
牧
り
る
を
得
る
を
期
ず
る
能
は
な
る
な
ん
〆
。

持
政
一
仁
於
て
、
hv

債
総
を
保
有
し
、
必
r
w
x
仁
感

b
て
、
金
貨
の
形
態
&
以
て
之
を
貸
牧
せ
ん
と
す
る
、

者
は
必
ホ
'
倫
敦
山
川
手
形
を
所
誠
一
す
る
を
得
策
と
す
る
が
故
に
、
倫
敦
は
常
に
此
於
界
的
要
求
に

山山中
V
J

る
金
貨
を
用
怠
せ
か
」
る
‘
可
か
ら
歩
。

殊
に
近
年
欧
洲
大
陸
諸
問
聞
の
中
央
銀
行
が
所
税
金

訂司警警費者

金
賀
、
に
謝
す
る
取
付
は
時
に
増
加
す
る
の
傾
を
滋
か
れ
歩
。

従
来
期
る
誠
付
に
勝
山
y
w
b
資

金

を
以
て
回
せ
ち
れ
大
み
は
、
印
も
英
蘭
銀
行
の
滋
・
備
金
仁
し
て
、
叉
英
闘
に
は
此
路
備
金
以
外
、
他

に
依
頼
す
可
登
竜
の
を
存
せ
か
」
I

り
さ
。

故

に

此

準

備

金

に

は

最

少

危

険

紡

な

る

唱

の

あ
J

り、泳

備
金
に
し
て
此
危
険
賠
以
下
広
減
少
す
れ
ば
、
直
に
爪
判
定
歩
合
に
上
最
を
芯
必
ず
を
常
と
す
。

大
陸
議
闘
に
於
て
は
、
市
中
銀
行
自
ら
金
貨
を
準
備
し
、
商
一
合
私
人
に
し
て
自
ら
金
貨
を
所
戒
す

、 I、九

電 、マ 守" ー・ ，_.c'___'"、 句

る
者
少
な
か
ら
み
y
。

然
る
仁
英
闘
の
銀
行
は
英
闘
銀
行
の
紙
幣
に
依
頼
す
る
を
知
て
、
他
あ
る

を
知
ら
み
yo

闘
よ
I

り
英
蘭
銀
行
の
党
強
能
力
に
し
て
、
安
全
な
る
以
上
は
が
山
方
法
の
下
に
何
等

文
一
隙
あ
る
を
見
歩
。
商
業
上
仁
於
け
る
普
通
の
異
動
敢
に
内
岡
商
業
上
の
閥
係
仁
於
て
は
、
巧

妙
な
る
運
用
を
期
す
る
を
得
べ
し
と
雌
弘
、
一
度
ぴ
事
幾
仁
際
合
す
る
や
、
金
貨
に
封
ず
る
取
付

は
英
闘
に
於
て
は
、
外
一
閥
に
於
け
る
よ
r
り
宅
急
劇
に
英
鶴
、
銀
行
に
集
、
投
せ
た
」
る
を
得
少
。

外

闘

に
於
て
は
恐
慌
時
仁
臨
ん
で
平
生
総
陸
せ
ら
れ
、
な
る
金
貨
が
市
場
に
現
出
す
る
に
民
し
、
英
関
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い

L

於

て

は
A

続

々

英

樹

銀

行

に

封

ず

る

取

付

を

甚

だ

し

か

ら

し

ひ

る

所

以

設

に

花

b
t」ナ。

総
倒
的
見
地
よ
F

り
一
五
ヘ
ば
、
英
闘
の
制
度
は
最
活
勝
れ
t

り
ー
と
云
ふ
可
く
、
思
ふ
に
一
闘
が
進
歩
す
れ

ば
之
仁
随
び
、
子
一
貨
に
代
っ
て
信
用
を
利
用
す
る
は
必
然
の
成
行
に
し
て
、
此
紡
に
於
て
英
協
の

指

〈

鴎

の

銀

行

準

備

会

問

題

日

九

九

経

'・2 



且
つ
千
八
百
九
十
八
年
以
来
英
閣

は
世
界
に
於
て
最
低
成
な
る
金
融
中
必
鮎
な
る
地
位
仁
居
ち
歩
。

期
、
ふ
鑓
動
を
生

b
セ
る
原

間
如
何
、
此
幾
効
は
果
し
て

一
時
的
に
止
ま
る
や
否
や
の
問
題
は
他
日
に
穣
ιリ
、
英
闘
が
永
く
現

時
の
統
総
に

mm
る
と
を
け
い
、
其
自
白
金
市
場
、
文
る
の
故
を
以
て

ι

倫
敦
市
場
仁
集
中
せ
し
め
北
る

ノ
世
界
的
取
引
を
喪
失
す
る
に
去
ら
念
る
を
得
る
わ
。
金
利
歩
令
が
念
劇
に
幾
効
し
、
常
に
高
率

に
居
1
9
、
之
に
加
ふ
る
に
高
一
手
形
の
振
出
地
如
何
に
依
て
、
之
に
釣
ず
る
誠
扱
を
随
別
ず
る
が

如
を
と
之
あ
ち
ん
内
恰
ρ
も
他
悶
に
於
て
手
形
を
金
貨
に
引
換
ふ
る
に
妨
碍
を
加
ヘ
、
叉

γ

は
党
換

mu
ー

券
を
金
貨
に
引
換
ふ
る
に
手
数
料
を
賦
課
す
る
が
如
き
蕗
慌
を
‘
取
る
と
同

b
く

、

倫

敦

を

し

て

門

殊
克
仁
世
界
的
取
引
よ
一
δ
離
隔
す
る
に
一
金
ら
し
め
ぎ
る
子
。
得
、
下

J
J

叶
金
利
歩
合
の

mm
騰
、
歩
令
の

不
確
安
は
闘
が
じ
て
金
準
備
問
題
と
:
関
係
す
る
所
な
を
か
。
若
し
も
関
係
す
る
所
あ

6
4と
す
れ

普
段
爵
謹
選

4
2
3
3
3詰

3
1審
議
司
自
3
3
3是
認

i
i話
器
議
員

1
1
3宮
司
一

ば
-
後
者
の
解
決
如
何
に
依
て
、
最
ぷ
υ

倫
敦
金
融
の
ロ
却
に
蛍
る
者
の
嫌
賦
す
る
事
相
を
除
・
叫
が
す
る

は
~
邸
も
今
日
の
念
務
と
せ
た
こ
ゐ
可
-
か
ら
み
恥
ノ
。

個賀高，..."， 
....也、，

叫
J
f
‘抗町、ち
e

，T
-
F
Z
 

V

、

英
樹
に
於
て
金
準
備
を
鴻
加
す
る
の
必
要
頗
る
緊
拐
な
る

E
前
詑
の
如
く
な
t

り
と
し
て
、
何

人
か
能
く
金
準
備
般
加
の
怯
を
果
し
、
叉
葉
増
加
よ

ιり
生
歩
る
負
強
に
散
る
可
を
か
。

、i

:~-'-Ir γ 、

世
間
後

衆
よ
t
り
此
任
務
に
関
係
あ

b
と
日
せ
ら
る

h

M
も
の
川
内
閣
家
、
英
蹴
銀
行
蛍
に
市
中
銀
行
の
一
一
一
滑

に
外
な
ら
歩
。
而
し
て
是
等
三
者
が
金
準
備
問
題
に
濁
し
て
有
す
る
地
位
似
五
-
に
異
な
る
唱

の
あ
る
を
党
か
れ
ヂ
。
之
を
純
理
よ
F

り
考
ふ
る
に
閥
家
が
銀
行
政
策
に
於
て
、
第
一
仁
章
一
を
を

‘
置
く
可
を
ほ
、
安
企
な
る
滋
貨
を
供
給
す
る
に
必
要
な
る
規
定
を
設
け
、
手
段
を
稀
ト
ヂ
る
の

事

仁
在
}

9

0

1

千
八
百
四
'
十
四
年
の
銀
行
特
許
燦
例
に
於
て
は
勿
論
、
英
以
前
の
依
例
に
徴
す
る
号
、

同
家
が
此
義
務
を
ポ
認
し
文
る
は
、
明
白
の
事
費
な
よ
り
と
す
。

然
ら
・
ば
此
依
例
制
定
後
六
十
俗

t 、

年
ー
を
綬
過
す
る
問
に
、
制
定
皆
時
に
立
法
者
の
想
像
に
上
ち
か
』
よ
り
し
新
事
賀
郡
以
生
じ
家
t
り
て
、
紙

幣
の
党
換
を
図
難
に
し
訴
は
'
滋
・
備
金
に
臨
時
一
泊
を
加
ふ
る
に
一
宇
一
れ
-
b
と
す
れ
ば
、
別
に
依
例
を
修

査
し
今
日

ιe  、

‘・



笑

閣

の

銀

行

準

備

金

問

題

問

。

一

一

mwe

の

通

貨

な

る

唱

の

は

千

八

百

間

十

四

年

瞥

時

一

般

に

想

像

せ

ら

れ

柁

る

通

貨

と

は

会

く

お

性

叉
英
隣
銀
行
と
金
準
備
問
題
と
の
関
係
を
考
ふ
る
に
、
英
蹴
銀

行
が
ニ
震
の
資
径
を
侵
.
ふ
の

一
事
は
此
欧
州
に
闘
し
て
深
く
顧
み
や
d

る
可
わ
ら
歩
。

部
も
第
一

仁
英
蘭
銀
行
は
礼
金
岡
仁
於
け
る
最
終
的
金
準
備
の
保
管
者
仁
し
て
、
常
に
商
業
枇
命
回
会
鵬
臓
の
利

容
を
愈
酌
し
て
、
準
備
金
保
有
の
方
針
.
を
決
定
す
る
の
必
要
あ
ウ
。
英
蘭
銀
行
の
お
定
割
引
歩
A
W

と
市
中
割
引
歩
令
と
の
関
係
殊
に
前
者
が
後
者
を
左
右
す
る
安
カ
の
有
無
程
度
に
就
て
は
、
自

ら
様
々
の
説
な
ぎ
を
得
み
少
と
雌
号
、
(
戸
当
x
z
g
a宮

gロ
古
川
川

O
{

沼

8
4・MU
・
ωω
が

aGG)
大

様

仁

於

て

銀

行

歩

合

は

市

中

歩
A
V

を
在
右
し
て
、
絞
ま
る

E
な
き
仁
於
て
は
、
英
樹
銀
行
に
し
て
希
墜
す
る
以
上

喰
斯
く
英
蘭
銀
行
が
れ
公
共
的
見
地

は
、
右
の
方
針
を
以
て
準
備
金
を
保
有
す
る
に
難
か
ら
1JY。

よ
1

り
路
備
金
を
保
有
す
る
給
闘
が
と
し
て
、
業
第
二
の
賓
俗
、
食
る
株
主
の
利
袋
を
全
う
す
る
に
銚

く
る
所
な
を
を
得
る
や
否
や
。

凶
よ
J

り

英

関

銀

行

を

以

て

純

然

セ

る

私

人

の

企

業
l
L
同

一

淵

し
、
千
八
百
四
十
四
年
の
依
例
は
同
銀
行
の
緩
行
部
仁
束
縛
を
加

ヘ
風
、
な
る
以
外
、
鶴
業
部
仁
何
等

の
制
限
を
設

a

け
合
る
ど
以
て
、
随
て
楼
業
部
は
n
公
衆
に
封
し
て
何
等
会
共
的
，
責
任
を
負
は
歩
ぺ
T
F」

行

仁

締

せ

し

め
t

ん
と
す
る
設
の
蛍
ら
念
る
こ
と
が
も
亦
明
白
な
ウ
と
す
。

最
後
に
金
縫
・
備
問
題
に
封
ず
る
市
中
銀
行
の
関
係
を
考
ふ
る
に
、
市
中
銀
行
殊
に
小
銀
行
の

賞

業

者

は

自

己

楼

業

の

利

害

関

係

よ

L
リ
、
勉
め
て
此
問
題
に
測
し
て
冷
淡
な
る
態
度
を
お
い
ん
と

す

る

唱

の
t
h

如
し
。

試
仁
其
読
を
問
問
く
仁
、
市
中
銀
行
は
株
主
地
仁
預
金
者
に
鈎
し
て
蛍
任
を

而
し
て
薬
品
市
執
務
は
銀
行
自
ち
安
企
に
鶴
業

負
ぴ
、
斯
く
て
結
局
日
公
衆
仁
責
任
を
食
ふ
に
虫
る
。

を

行

ふ

に

必

要

な
L
ワ
之
総
む
る
程
度
に
於
て
法
貨
を
準
備
金
と
す
る
の
一
事
仁
存
し
、
此
以
上

に
絵
貸
業
唱
の
の
安
全
仁
就
て
い
燦
置
す
る
が
如
き
は
、
泌
法
の
職
分
を
超
越
し
北
る
H
も
の
な

'o。

慌

重
l
L
安
全
と
の
ニ
鮪
仁
愛
き
を
鐙
を
て
、
銀
行
各
自
の
替
業
を
律
す
る
は
、
お
重
要
な
る
義
務

に
し
て
、
銀
行
問
中
糊
仰
の
行
動
を
以
て
、
…
簡
に
充
分
な
る
準
備
金
を
保
有
せ
ん
と
す
る
が
如
を
は
、

恰
港
関
家
が
立
絵
仁
依
て
銀
行
の
鶴
業
を
徐
し
、
間
家
自
ら
銀
行
の
安
み
一
仁
就
て
責
任

k
負
は

ん

と

ヂ

る

の

不

線

規

な

る
I
ζ

様
式
所
な
し
と
一
五
ふ
唱
の
K
3

如
し
。

然

れ

共

此

所

説

は

決

し

て

磁

貨

な

る

枝

披

を

有

す

る
M

も
の
と
一
五
ふ
可
か
ら
ヂ
。

十
一
置
し
今
日
英
闘
に
金
泳
備
滑
加
の
必
要

を
芯
越
し
北
，
る
責
任
の
大
部
分
は
市
中
銀
行
の
儲
業
に
腕
ナ
可
き
も
の
な

bo
若

し

港

市

中
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